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○出席者 

司 会：田島行政改革推進本部事務局次長 

松本洋平行政改革担当副大臣 

務台俊介行政改革担当大臣政務官 

評価者：大屋雄裕評価者（取りまとめ）、デービッド・アトキンソン評価者 

野本滿雄評価者、渡辺龍也評価者 

参考人：岡本行夫参考人 

府省等：外務省、財務省主計局 

 

○田島次長 それでは、時間となりましたので、ただいまから秋の年次公開検証、いわゆ

る秋のレビューを開催いたします。 

 今年の秋のレビューは、まず先週５日、土曜日に、東京以外での初の開催ということで、

大阪で行いました。これに引き続き、今日から３日間、東京の霞が関で行います。 

 東京での初日ですので、冒頭、議論の流れなどを簡単に御説明いたします。 

 毎日、10時から10時半にスタートいたしまして、夕方５時半ごろまで、１日に四つから

五つのテーマを扱います。１テーマ60～90分ということで、１テーマごとに複数の事業を

取り上げたいと思っております。 

 各テーマの議論の進め方でございますが、まず、事務局からその事業を取り上げた背景、

事業内容、また、議論いただきたい主な論点を簡単に御説明します。次に、事業を担当す

る各省から御説明をいただきます。その後、評価者と呼ばれてございますが、有識者の先

生方と、各省庁との間で御議論をいただきますが、評価者に加えましてそれぞれのテーマ

に関して専門的な知見をお持ちの方を参考人ということでお招きをしておりますので、適

宜御意見を頂戴しながら議論を進めていきたいと考えてございます。 

 なお、役所につきましては、各事業を担当する各府省のほかに、財政当局の財務省主計

局が参加をいたします。 

 そして、議論の後、時間が参りますと、最後、取りまとめをお願いしております評価者

の先生に議論のまとめをお願いして、そのセッションは終了と、こんな流れでございます。 

 次に議論に使う資料でございますが、まず、事業レビューシートというものがございま

す。これは事業ごとに、例えば事業を行うことによる成果の目標ですとか実績、また予算

額、お金の流れなどが記載されているシートでございます。各役所がシートを作成いたし

ます。国の全ての事業について作成しているので、政府全体ですと約五千のレビューシー

トがございます。全て公開をされてございまして、ネットなどで誰でも御覧いただけると

いうものでございます。この事業レビューシートと各省庁からの補足資料を本日の議論の

材料として使います。 

 今日は、これらの資料は今インターネットを御覧の方では御覧の画面から、又は行革事

務局のホームページの特設サイトから御覧いただけるようになってございます。 
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 なお、議論の途中でインターネット生中継の視聴者からの御意見、御質問を受け付けて

ございます。時間の関係上、限りがございますけれども、議論の中で御紹介し、それをも

とにまた議論できればと考えております。 

 申し遅れましたが、進行役を務めさせていただきます事務局の田島と申します。 

 早速、最初のセッションに入りたいと思います。テーマは「国際協力①無償資金協力」

でございます。 

 まず、評価者の御紹介をいたします。大屋雄裕慶應義塾大学法学部教授でいらっしゃい

ます。 

 続きまして、デービッド・アトキンソン様、小西美術工藝社代表取締役社長でございま

す。 

 野本滿雄様、野本経営研究所代表取締役でいらっしゃいます。 

 渡辺龍也様、東京経済大学現代法学部教授でいらっしゃいます。 

 続きまして、参考人として岡本行夫様、岡本アソシエイツ代表でいらっしゃいます。 

 今日は大臣が出席の予定でございましたけれども、国会への出席が急きょ決まりました

関係上、欠席をさせていただきます。松本副大臣及び務台政務官につきましては、遅れて、

用務が終わり次第駆けつける予定でございます。 

 なお、出席省庁は外務省でございます。 

 それでは、まず行革事務局より説明をいたします。 

 

○事務局 それでは、事務局より御説明いたします。画面あるいは資料を御覧いただけれ

ばと思いますが、本セッションでは、国際協力をテーマとした枠の一つ目として、無償資

金協力について御議論をいただきたいと思っております。 

 資料の１ページを御覧ください。まず、無償資金協力がその一角に位置づけられており

ますODAとはということでございますけれども、その目的でございますが、黄色い枠で囲っ

てあるとおりでございますけれども、「我が国の平和と安全の維持、更なる繁栄の実現、

安定性及び透明性が高く見通しがつきやすい国際環境の実現、普遍的価値に基づく国際秩

序の維持・擁護といった国益の確保に貢献する」ということが目的とされているところで

ございます。 

 事業の規模でございますけれども、ODAには有償資金協力、技術協力、無償資金協力とい

う枠組みがございまして、それぞれ記載のような形になっております。 

 なお、有償資金協力は483億円となっておりますが、これは平成27年度の一般会計予算額

でございまして、実際に現在お貸ししている額ということになりますと、また違う数字が

出てくるということでございます。 

 無償資金協力の金額でございますけれども、1,605億円ということでございまして、その

無償資金協力につきましても、JICAを通じて実施するもののほか、国際機関を通じて実施

するもの、途上国政府を通じて実施するもの、NGOや地方公共団体を通じて実施するものと、
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実施の方法によって分かれているという実態にございます。 

 ２ページを御覧ください。各種の無償資金協力の事例ということでございます。国際機

関を通じてのもの、JICAを通じてのもの、途上国政府を通じてのもの、NGO、地方公共団体

を通じてのものということで、それぞれ具体例を挙げておりますので、御覧いただければ

と思います。 

 一つだけ御紹介いたしますと、国際機関を通じて実施するものの例といたしましては、

WFP、世界食糧計画を通じて実施されたものでございますけれども、「東アフリカ地域にお

けるエルニーニョ現象被害に対応するための緊急無償資金協力」ということで、食料及び

栄養改善等の分野で支援がなされたということでございます。 

 続きまして、３ページを御覧ください。こちらは無償資金協力について、どのように案

件を選定しているかという大まかな流れでございます。JICAを通じて行う無償資金協力に

ついては、開発協力適正会議というものがございますが、ここにかけられることが多いと

伺っております。元々の流れからいたしますと、途上国政府からの要請があり、それを現

地などで検討した上で、JICA、外務省などで検討して、この開発協力適正会議にかけると

いうのがJICAを通じて行う無償資金協力の典型例ということでございます。 

 これに対しまして、途上国政府を通じて実施される無償資金協力等につきましては、同

様の要請があり、内容も検討してということではあるのですけれども、多くの場合はこの

開発協力適正会議にはかけられないと聞いているところでございます。 

 続いて、４ページを御覧ください。こちらは無償資金協力がどのような国、どのような

分野について実施されているかというものを示した表でございます。国については、2014

年については１番がアフガニスタン、２番がミャンマーという状態になっております。分

野につきましては、これも2014年について一番大きな額を行っておりますのが社会インフ

ラ及びサービスということで拠出されているということでございます。 

 ５ページを御覧ください。こちらは、無償資金協力を実施した後の評価の方法について

でございます。オレンジ色で囲っておりますけれども、JICAを通じて実施しているものは

一定の基準に該当する案件につきましては、外部の第三者による評価を実施いたしまして、

その評価結果をJICAのホームページで公開されることになっております。 

 これに対しまして、国際機関を通じて実施するものは、国際機関が一旦評価をされるわ

けですが、その状況を在外公館においてモニタリングされているということでございます

けれども、その状況は特段公表されていないということであります。 

 途上国政府等を通じてなされるものにつきましては、在外公館が事後評価をなされてい

るということでございますけれども、その結果は公表されていないということであります。 

 NGOや相手方国の地方公共団体等を通じて実施するというケースにつきましては、在外

公館等による事後状況調査等を実施するということが基本と伺っておりますが、一部の案

件では第三者機関とともに評価を実施しているということでございまして、こうした第三

者とともに行った評価については公表されているということでございます。 
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 次に６ページを御覧ください。これはJICAを通じて行った事業の評価結果の一例という

ことでございます。ブータンでの教育施設建設についてでございますけれども、成果指標

の事前事後比較という表を御覧いただければと思います。効果の指標といたしまして、就

学者数の目標値8,790人ということで目標は立てられたところでございますけれども、2015

年の実績としては、就学者数3,330人ということでございまして、目標のおおむね38％とな

っているということでございます。 

 今後に向けた課題としては、右側の「結論と教訓・提言」というところにございますけ

れども、目標の設定の仕方がいかがだったのかということでありますとか、維持管理など

の問題点が示されているというところでございます。 

 ７ページを御覧ください。ODAはいろいろな事業がございまして、こちらは会計検査院か

ら指摘を受けたODA関係の事業ということでございます。先日、会計検査院から平成27年度

決算検査報告が公表されたところでございますけれども、平成27年度の報告でも指摘がご

ざいますが、過去５年の報告でもそれぞれ指摘を受けている事業があるということでござ

います。 

 例えば、平成27年度報告の中、一番上のコトヌ零細漁港開発計画、ベナンで行ったもの

でございますけれども、ベナンで整備した冷凍倉庫等について、供与開始から５年半で使

用停止になっていって、その後のフォローもなかなか進んでいなかったということが指摘

されているところでございます。 

 ８ページを御覧ください。以上を踏まえての論点でございますけれども、まず１点目で

ありますが、ODAには、先ほど申し上げたように、有償資金協力、無償資金協力、技術協力

の形態が存在していますが、効果的・効率的なODAを実施するために、援助の目的と手段を

どのように組み合わせていくべきなのか。 

 論点の二つ目といたしまして、無償資金協力については、平成29年度の要求といたしま

して、前年度比約240億円増の予算要求がなされていますが、これには十分な根拠があるの

かどうかということ。 

 論点の三つ目は、無償資金協力については、JICAや国際機関、NGO等の支出先ごとの配分

額、役割分担は適切かどうか。 

 ４点目が、無償資金協力における具体的なプロジェクトの発掘・決定はどのように行わ

れているのか。そうしたプロセスは無償資金協力の目的を達成する観点から適切なのか。

また、納税者に対する透明性や説明責任の確保が十分に図れているか。 

 ５点目でございますけれども、無償資金協力の成果について適切な評価を実施し、その

評価結果をその後の援助に生かす仕組みというのができているのかどうかという５点とな

っております。 

 以上で事務局からの説明を終わります。 

 

○田島次長 続きまして、外務省から説明を５分程度でよろしくお願いします。 
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○外務省 ありがとうございます。外務省国際協力局開発協力総括課長の今福でございま

す。よろしくお願いいたします。 

 お手元に、表紙に「平成28年度秋の年次公開検証『秋のレビュー』無償資金協力」と書

いてございますパワーポイントがございます。 

 表紙を１枚おめくりいただきますと、今、事務局のほうから御説明いただいた話とかぶ

っているところもございますので、ポイントだけ手短に御説明させていただきます。 

 無償資金協力につきましては、このODAスキームの中で、先ほど御紹介がありましたよう

に、平成27年度予算では当初予算で1,605億円という予算をいただいております。件数で申

しますと、この1,605億円のうち、大体400件程度がいわゆる国家間、国対国、若しくは国

際機関経由で実施している案件です。残りの890件程度が草の根無償といいます、いわゆる

NGOとか地方公共団体を使って支援を行っております比較的小規模な無償資金協力となっ

ております。 

 １ページ目のパワーポイントに書いてございますように、無償資金協力というのは開発

途上国と我が国との二国間関係を強化し、国際社会における我が国の発言力を高める上で

重要な外交ツールとして私ども活用させていただいている次第です。 

 次のページに、無償資金協力の対象分野が書いてございます。無償資金協力は、もとも

と基礎生活分野、ベーシックヒューマンニーズという、安全な水へのアクセス、衛生、保

健・医療、基礎教育といった、その途上国の国民の方々の基礎的な生活分野への支援やイ

ンフラの中でもごく基礎的な、町なかの道路とか小学校とか、そういったものを造ってい

くといったようなところを対象にこれまで支援を実施してきております。 

 無償資金協力の実施方法は、無償資金協力全体の主管官庁は外務省でございますが、実

施方法には、先ほど御紹介がありましたように大きく分けて二つ、JICAを通じて実施する

ものと、外務省が直接実施するものがございます。この違いと申しますのは、JICAを通じ

て実施するものというのは、これは詳細な調査を事前に行って、設計をきちんとやってか

ら実施する必要があるもの。これにつきましては、JICAがコンサルタント等を活用して詳

細な調査を実施する。他方、外務省が実施しております無償資金協力というのは、例えば

昔、経済社会開発支援といっておりますものとか、食料援助のように、ある程度調達する

品目というのが特定できていて、事前に詳細な調査を必要としないもの、若しくは国際機

関が既に現場である程度のプロジェクトをつくっていて、信頼のおける国際機関の案件と

連携してやる場合、このような場合は詳細な調査を事前に伴わないものですから、外務省

が直接機動的なものとして実施させていただいている次第です。 

 無償資金協力業務の流れは、次のパワーポイントを御覧になっていただきますと、先ほ

ど事務局のほうからも御紹介がございましたが、今申し上げたように、大きく分けまして、

JICAを通じて実施するものと外務省が直接実施するものは若干流れが違っております。ど

ちらも最初は途上国からの要請というものが出てきて、その出てきた要請案件、これは１
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件だけではなくて、毎年複数件で出てまいります。それを現地のODAタスクフォース、これ

は外務省、JICAの現地事務所、場合によって先方政府の関係部署の方々を交えて、どの案

件にどういうプライオリティーをつけて日本側に要請していくかというのをここで議論い

たします。 

 それで、現地の考え方がある程度まとまってきたところで、東京にそれを報告してもら

うのが、その次の四角の「事前の案件の検討」というところになります。ここのところで、

括弧書きで書いてございますが、どういった観点から我々は案件を見ているかと申します

と、外交政策上、日本の外交政策、例えば気候変動対策とか、今ですと安倍政権の「質の

高いインフラ」を推進していこうとか、そういったものに合致しているかどうか。あと、

国別援助方針というのは、当該国に対してどのような分野を重点的に支援していくか。こ

れは国ごとに今鋭意作成させていただいておりまして、最後、仕上げる前にはパブリック

コメントもいただいてつくっているものでございます。 

 こういったものに合致しているかどうかということを見るのと同時に、あとはプロジェ

クトものにつきましては、JICAのほうでも技術的な検討をしてもらって、どの案件を調査

するかというふうに決めていくのがJICAを通じて実施する案件の例でございます。 

 それで、ある程度目途がたったところで開発協力適正会議、先ほど御紹介がありました

が、有識者の方にも入っていただいて、その案件を調査するかどうか。調査する場合には

どういった点に留意する必要があるかといった御示唆をいただく。そういうプロセスがと

られております。それを踏まえて協力準備調査を実施して、その結果、これは案件として

いけるのではないかとなれば、その次の案件の選定、財務当局との協議、省内説明といっ

たステップに入ってまいります。 

 ここで、下の外務省が直接実施する案件の例というのは、適正会議のところが飛んでお

ります。どういうことかと申しますと、先ほど申し上げましたように、ある程度品目が特

定されておりますので、詳細な調査が必要ないので、適正会議のプロセスで新たな御示唆

をいただくところが今までのところそれほどないのかなということもございます。もう一

つは、外交的、機動的に使う必要があることから、時間を事前にゆっくりと有識者の方に

御意見をいただくタイミングがなかなかとれないということもございまして、ポイントと

なりますのは、先ほど申し上げましたように、詳細な調査というのはそもそも要らない案

件というのがメーンとなっておりますので、直接案件選定プロセスに飛ばさせていただい

ている次第です。 

 事務方のほうで案件選定が行われましたら、その後、閣議で御決定いただきまして、交

換公文締結、その後、JICA分につきましてはJICAと実施当局との贈与契約の締結というプ

ロセスがあります。最後、被援助国実施機関による事業が実施されて、終わった後には事

後評価、フォローアップといった流れになっております。 

 評価の部分ですが、これは最後のシートになります。これも先ほど御紹介がありました

が、大きく分けますと、外務省とJICAでどういうデマケ、担当でやっているかと申します
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と、外務省は基本的に政策プログラムレベルで、個別の一件一件のプロジェクトがどうい

う効果を発揮しているかというプロジェクトレベル評価というのは、これまでJICAのほう

でやってもらってきております。 

 これにつきましては、先ほど御紹介がありましたように、原則10億円以上の事業につき

ましては、JICAは第三者外部評価を実施しております。２億円以上10億円未満の事業につ

きまして、JICAの内部評価という形で評価をしております。これらについて公表をしてい

るというのが現状です。 

 外務省につきましては、政策プログラムレベルで、例えば国別とか地域別、テーマ別、

テーマ別といいますのは、先ほど申し上げました気候変動とか、食料援助とか、そういっ

た分野で総体として政策プログラムでどういう外交的効果があったかというのを評価いた

します。もちろん国別評価を行う中には、今申し上げたような政策的観点からJICAが実施

したプロジェクトがどういった効果があったというところも含めて評価をするような体制

となっております。 

 それ以外にも、外務省としてもプロジェクトレベルで事業ごとに在外公館を通じて評価

を実施しているものもございます。例えば草の根無償等、外務省としても「見える化」と

いうのを努力はしてきておりまして、特に何らかの課題があった案件につきまして、一覧

表形式でホームページにアップする等のことをやってきております。 

 これらのものにつきましては、政策プログラムレベルにつきましては第三者評価という

ことで、ホームページ上も公表させていただいております。 

 あと、今の草の根無償のリストにつきましても、リストは公表させていただいているの

と、その中から抽出的にではありますが、NGOの方々と共同評価といったようなこともさせ

ていただいております。 

 長くなりましたが、以上でございます。 

 

○田島次長 それでは、ただいまから11時50分過ぎまで、１時間程度議論をさせていただ

きたいと思います。申し遅れましたが、取りまとめは大屋先生によろしくお願いします。 

 今から開始させていただきますが、まず岡本様にコメントを５分程度でお願いいたしま

す。よろしくお願いします。 

 

○岡本参考人 岡本行夫でございます。 

 無償協力については、開発協力適正会議が取り上げる案件が少な過ぎること、予算執行

の事後評価やフォローアップが部分的であること等、いろいろ課題があると思います。特

に外務省が実施する無償案件については、納税者の理解を得るためにも少なくとも政策方

針を開発協力適正会議に説明する、そして成果についての事後評価をそのための予算を計

上してでも今より範囲を広げてきっちりやってもらいたいと思います。 

 しかし、本日はそうした手続面より重要なこと、つまり無償予算の減額を食いとめて、
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失った予算をできるだけ回復していくことの重要性について意見を述べることをお許しい

ただきたいと思います。 

 1990年代、まだ日本が世界に積極的に関与し、輝いていたころ、日本は国際社会に対し

て軍事的貢献はできないから平和的手段、特に経済協力で日本の地位と規模にふさわしい

貢献を果たすのだと一生懸命やってきました。しかし、日本のODA予算は減り続け、1997年

のピークに比べれば、現在の予算規模は当初予算のベースで言えば、何と４割も減少して

おります。かつて、日本は世界最大の援助国でありましたけれども、アメリカに抜かれ、

イギリスに抜かれ、ドイツに抜かれ、フランスにも抜かれ、援助大国としての印象は薄れ

つつあります。日本の財政事情の難しさはよく理解しておりますけれども、その他の行政

経費に比べてその減り方は余りにも大き過ぎると思います。 

 世界の人口が爆発的に増加する中で、世界には困窮している人々が増加しております。

日本は依然としてGDP世界第３位の経済大国でありますが、防衛予算はGDP対比で言えば、

世界の100番目以下という軽負担で済んでおります。 

 ODAは、いやしくも日本ほどの国家が世界に対して払わなければいけない税金だと思い

ます。ところが日本はODAもGDP対比で0.2％程度と、DAC（OECD開発援助委員会）加盟28カ

国のうち下から３分の１ぐらいのところにおります。日本がソフトパワーとしてODAをふ

やして世界の安定化に尽力していくこと、これは日本自身の安全保障のためにも極めて重

要なことであります。 

 誠実さ、粘り強さ、確実さ、計画性と、相手の目線に立った優しさといった日本人特有

の特徴を持った経済協力によって、日本の味方とパートナーを世界の中で増やしていくこ

とは、国の対外政策の中心的な役割を担うものであります。世界のニーズに対応して、こ

れを増やしていかなければならないのに、現実は逆の方向を向いていきました。 

 経済協力の中で有償資金協力は、貸付額は大きいけれども、途上国にとってみれば一時

的に借金をしているという感覚でありまして、最も評価するのは無償資金協力と技術協力

であります。しかし、ODA予算カットは基本的には各国からの返済分を再び貸し付けている

有償資金協力ではなく、一般会計から支出される無償資金協力に大きく響いております。 

 特に2010年から始まった行政刷新会議が行った事業仕分けが、先に述べたODAの意義を

十分考慮することなく、経費節減という観点だけから経協予算を削り込んだことはいまだ

に後遺症を残していると思います。 

 1,600億円にまで削り込まれた無償予算、対象国を100カ国と考えれば、１国当たり16億

円という金額でしかありません。また、無償予算の１件当たりの金額は半分近くになって

しまったため、いろいろな不都合が出ております。日本側の予算が十分でないために、プ

ロジェクトの一部を相手国負担で実施しなければならず、その分プロジェクトの進捗に遅

れが生じているケースもございます。 

 個別事例で言えば、モルディブに無償協力として造りました防波堤は、インド洋津波の

ときに犠牲者を一人も出さないという大変輝かしい実績を上げました。このような防波堤



9 

 

は緊急にほかの島々にも造ってやるべきと思いますけれども、予算が削減されていてまま

ならない実情であります。 

 また、プロジェクト予算で安全施設、例えば我が国援助要員のための防護柵などが造れ

ないという制度も変える必要があると思います。南スーダンの治安が悪化して、引き揚げ

た日本関係者が現場に復帰できないのも、そのためであります。 

 2010年仕分けによる倹約令は、無償予算をもって日本に招へいする研修員の待遇にも及

んでいます。削れ削れの大合唱の中で、研修員たちに対して十分な日本に関するブリーフ

ィングも行えない。研修員たちの宿舎には石けんすら備えることができず、彼らはまず100

円ショップに行かなければならない状況であります。せっかく日本の援助スキームに乗っ

て学位を取得して来るのに、これではかえって日本の評判を落とすようなことになってお

ります。 

 この際一言申し上げたいのは、仕分け会議で一部の国会議員の人たちの主張に基づき、

プロジェクト予算ばかりでなく、その実施に携わる援助要員たちの待遇まで引き下げたこ

とでございます。例えばJICA職員や専門家は身を危険にさらし、懸命にプロジェクト実施

のために働いて、帰国する際はエコノミーしか許されない。日本における宿舎についてま

で制約をかけられている。こうしたことは彼らの士気を大きくそいでおります。誠に不当

だと思います。 

 余談でありますけれども、援助関係職員の給料を外務省職員の給料の８割とする慣行な

いし不文律がございます。援助機関職員を外務省職員の劣位に置くことに合理的説明はあ

りません。このような状況は、無償協力予算自体の多寡とは関係ありませんけれども、財

政措置をもって早急に是正すべきと考えます。 

 以上です。ありがとうございました。 

 

○田島次長 ありがとうございました。 

 それでは、御議論を開始していただきたいと思います。御意見がある場合は挙手をお願

いいたします。 

 

○大屋評価者 では、まず事実から多少確認させていただきたいのですが、先ほど無償資

金協力業務の流れが御紹介されまして、JICAさんを通じて実施する場合には、開発協力適

正会議と協力準備調査がかかる。それに対して、外務省さんが直接実施するケースではそ

れが基本的に飛ぶわけですけれども、それは迅速な実施であるとか、戦略的な実施を実現

するためだという御説明でした。 

 この２段階を飛ばすことによって、大体どの程度の迅速性が確保されるのか。期間であ

るとか、手続的にどのぐらい早くなるのかという点について、御説明いただければと思い

ます。 
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○外務省 ありがとうございます。ここは、そもそも実際に時間がかかるのは調査の部分

でございます。まず、この２段階、前段の開発協力適正会議について申し上げますと、こ

れは２か月に一度というのが定例になっております。というのは、有識者の先生方に都合

をつけていただいて開催していただくということから、大体それぐらいの頻度にさせてい

ただいているというのがまず１点です。 

 調査のほうは、JICAがここの開発協力適正会議が通った後にコンサルタントを雇用して、

無償資金協力の場合は調査が大体１年から１年半かかります。これはそれだけの事前の詳

細な設計が必要なものとして実施するものでございます。 

 それに対しまして、外務省実施分につきましては、先ほど申し上げましたように、それ

ほど事前にきちんと全部建物の図面を引いたり、そういった設計を必要としないものです

から、その調査期間の部分、今申し上げた１年から１年半というのが丸ごとなくなるとい

うようなイメージになっております。 

 

○渡辺評価者 最初に岡本参考人がおっしゃられたように、日本の国際貢献として援助予

算総体、無償資金協力というのは本当に増やす必要があると私は思っております。そもそ

もGDP、GNIの0.7％を本来は提供するということをもう既に1970年に約束していながら、

0.2％も達していないというのは本当に惨たんたる状況で、増やす必要があると思うので

す。 

 それに当たって国民の理解を得る必要がございます。特に、今日御説明いただいた中で

もって、外務省が直接途上国に対して供与する無償資金に関しては、どうも不透明感とい

いますか、ブラックボックス感が拭えない。一つは、適正会議を経ないというのもそうで

すし、結果が公表されていないというのが先ほども御説明がありました。ですので、この

部分に関してきちんと、そもそも内部的にPDCAサイクルがちゃんと回っているのかどうか。 

 それから、戦略性というのはわかるのですけれども、何かしら、例えばそれは機動的で

すから時間をかけずに供与するという必要性はわかるのですけれども、そうだとしても、

事後的にチェックするということはできるでしょうし、そこら辺がなぜできていないのか

について伺いたいのです。 

 

○外務省 ありがとうございます。 

 今おっしゃられた点の２点目のほうにつきましては、事前に有識者の方にお諮りすると

いうことはやってはおりませんが、先方政府と交換公文を締結して、この外務省実施分の

案件を実施しますというタイミングで、同時にプレスリリース等の形で、あと外務省のホ

ームページにもこういう案件をやりますということは、全案件について公開させていただ

いております。 

 それで、事前に機動的にといった部分で、１点申し上げておかないといけないかなと思

いましたのは、無償資金協力の場合、先方政府が返済義務がないものなので、先ほど岡本
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先生からも御指摘がありましたように、先方に対して非常に有効なツールである。それが、

他方、実際に先方に供与するというのが決まる前の段階で、例えば実際に供与する１か月

前、２か月前に先方に、日本は無償資金協力でこれをうちにやってくれるのだなというの

があらかじめ伝わってしまうと、我々の最大限外交的効果を目指すという観点から、基本

的には首脳会談のときとか、外務大臣が向こうの外務大臣と話をするときに初めて発表す

るということをやっておりますので、あらかじめ事前に公になってしまうようなプロセス

で、外務省実施分についてお諮りするということはなかなかしにくい状態になっておりま

す。 

 それに対して、なぜJICA分はできるのかと言いますと、JICA分もこのフローチャートの

中に書いてございますように、開発協力適正会議でお諮りさせていただいているのは、こ

のような案件について調査をする、調査をしてみていいでしょうかと。調査をするに当た

っては、どういったところに気をつけなければいけないかというのを御指摘いただくとい

うことで会議にかけさせていただいております。 

 なので、先方政府との関係でも、飽くまでもこの案件を実施しますというのは、案件選

定という調査が全て終わって、案件として事務方のほうの部内でこれは案件としてやるぞ

というのがわかった段階で初めて先方政府に伝わっていくというタイミングでやってきて

いるものです。 

 なので、事前の調査については、調査をしないことにはJICAに実施してもらう分は、な

かなかその案件を本当に実施していいものかどうかよくわからないという状況がございま

すので、お諮りしたものについては外に公表させていただいておりますが、外務省実施分

につきましては、先ほど申し上げましたように、事前の調査が不要というものになってい

るため、こういった手続の段差ができてしまっているというのが現状でございます。 

 

○渡辺評価者 適正会議にかけないという理由は、そこは理解できるところもあるのです

けれども、事後で評価結果が公表されていないというのもそうですし、事後的に無償資金

協力をいろいろな国や分野で配分していますね。先ほど資料も見せていただきましたけれ

ども、そういうふうに事後的でもいいのですけれども、無償資金協力で途上国に供与した

ものが、その配分から結果について事後的にチェックして、それを公表するということが

できていないように思うのですね。そのことを伺っているのです。 

 

○外務省 事後的な評価という観点から申しますと、今、おっしゃられた中で言いますと、

最初のときに申し上げた国別評価といった形で、例えばミャンマーならミャンマー、スリ

ランカならスリランカに対して、日本政府としてどのような支援をしたか。その中で、外

務省実施分、JICA実施分、こういったものを含めて、外交的な観点からも評価させていた

だいて、公表させていただいているというのを第三者評価でやっておりますので、それが

１点ございます。 
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 もう一つ、データにつきましては、先ほど申し上げましたように、いついつどういった

案件について幾らの案件を、交換公文を当該国との間で署名したかというのは、これは全

て外務省のホームページで公表させていただいておりますので、恐らく先生御指摘の中で

抜けがあるといたしましたら、外務省実施分の一件一件について、それがどういう効果が

あったかというのを評価する、その部分は御指摘のとおり、今の時点では抜けているかと

思っております。 

 

○渡辺評価者 それは今は公表せずになっていますけれども、それは公表するお考えはな

いのですか。 

 

○外務省 今申し上げた一件一件の部分については、外務省実施分としてもいろいろなも

のがございまして、先ほど申し上げたように、草の根無償というのは一件一件やったもの

について、問題があったもの、問題があったけれども改善されたもの、グッドプラクティ

スとしてよかったもの、グッドプラクティスについては全案件ではなくて選択的にですが、

一応一覧表形式で公表させていただいております。 

 それ以外の例えば食料援助の部分とか、昔のプロジェクト無償と言っていた、外国から

資材を購入したりといったものについては、現時点では一件一件はやっておりませんが、

どのような形で定量的な評価ができるか、それをどのような形で公開できるかというのは

検討の余地はあるかと思っております。 

 

○アトキンソン評価者 数字の確認をさせていただきたいのですけれども、外部評価をや

っているところで、これが全部の件数に占める割合、金額に占める割合を教えていただき

たいのです。 

 

○外務省 大臣官房ODA評価室の村岡と申します。お答えいたします。ODA評価の第三者評

価分についてでございますが、こちらにつきましては本日のレビューシートの経済協力評

価調査に詳細が記載されております。 

 簡単に今の御質問についてお答えしますと、予算の制約もあり、第三者評価を実施する

件数は年間５件から８件の規模になります。予算規模としては、一昨年度で１億4,000万円

から１億5,000万円という規模になりますから、無償資金協力全体の予算規模からいうと、

0.1％ぐらいの部分が評価に使われる予算ということになります。 

 以上です。 

 

○アトキンソン評価者 それは金額ですね。件数としては５から８件という、全部で何件

ぐらいありますか。 
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○外務省 第三者評価の件数が。 

 

○アトキンソン評価者 そうではなくて、全体の件数はどのぐらいありますか。総件数。 

 

○外務省 個別事業の話は、先ほど申し上げましたように、平成27年度の実績で外務省実

施分、JICA実施分を合わせまして、1,296件でございます。そのうち草の根無償という小規

模な外務省実施分が883件で、それ以外の国と国との間で実施するもの、国際機関経由で実

施するものが413件という数字になっております。 

 

○アトキンソン評価者 わかりました。ということで、この４ページに書いている第三者

の外部評価というのはほとんどないということになりますので、あえてここまで書く必要

があるかどうかということを私は疑問に思いますけれども、１億4,000万円という話だっ

たと思いますが、もっと徹底的に外部評価、特に大きいものに関しては実施すべきもので

はないかという感じはしないでもないのです。 

 もう一つですけれども、ここのレビューシートの１ページに書いてあります成果実績と

目標値のところですが、民間企業の考え方、若しくは海外の各国政府が実際に発表されて

いるものに限る報道なのですけれども、この目標としては80％の国もあれば、85％の国も

あったりすると思うのですけれども、普通の民間企業からすると、成功率は大体80％、完

全に成功しなかったけれども、ほとんどほぼ期待された効果があって、一部はできなかっ

たのは大体10～15％、失敗したものは大体５％ということは、割と企業の常識だと思いま

す。そこからいきますと、せっかく国税を使って成功するようなことでやっていこうとす

るところで、60％の目標値というのは余りにも低いような、Ａランクだけで60％でもいい

のではないかと私は感覚的に思いますけれども、それと同時に、ここに書いてありますよ

うな25年度62％、26年度72％、27年度81％まで上がってきているのに、目標をそのままに

しているということで、改善はしているにもかかわらず目標はそのままということはちょ

っとどうかなという気がします。 

 そういうところの考え方で、60％は余りにも低い感じはしますけれども、それに関して

コメントをいただきたいと思います。 

 

○外務省 ありがとうございます。 

 最初にいただきました件数に比べて、実際に実施している千数百件という件数に比べて

評価の件数が少ないのではないかという御指摘につきましては、先ほど申し上げましたよ

うに、プロジェクトレベルの評価というのはJICAがそれぞれ行っておりますので、その部

分についてはJICA自身については任せている。 

 あと、外務省がこれまでのところ実施してきておりますのは、政策レベル、プログラム

レベルというレベルで評価しておりますので、それぞれ例えば国別でございましたら、あ
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るＡ国に対する国別評価をやったら、その中で過去５年分等の案件数を調べてみますと、

大体一つの国別評価で100件ぐらいを評価しているといったような形になっておりますの

で、個別の一個一個について全てということであれば、全く御指摘のとおりなのですが、

今申し上げたようなJICAによるプロジェクトレベル、外務省による政策レベルで評価させ

ていただいているというのが現状でございます。 

 あと、２点目の数字の成果が上がってきているのに目標はそのままというのは、確かに

そこは私もおっしゃるとおりだと思います。実際に、これは当面何年間という形で、目標

達成年度というのは28年度ということで設定されておりますので、それで目標値が据え置

きとなってきてはおります。なので、私どもとしても60％さえ達成していればいいやとい

うことではなくて、実際に62％、72％、81％と上がってきていますように、これを28年度、

29年度につきましても、今後につきましてもより打率を上げていくことはやっていきたい

と思っておりますので、決してこの60％という目標値で満足しているということではござ

いません。 

 

○アトキンソン評価者 ただ、そのままで置いておくと、普通、目標は60％にして、それ

を上回ったからといってすばらしい評価ということになるのですけれども、普通であれば

80％が当たり前の話なのに、ここに書いてありますように、達成度が135％になっているの

で、普通であればそこで褒められることはないと思います。この目標というのは上げてい

ったほうがいいのかなという気がします。それはコメントです。 

 もう一つは質問ですけれども、この資料の６ページに書いてありますブータンの事例が

ありますけれども、これは総合評価Ｃとなっていますが、個別案件で申し訳ないのですが、

大体こういうＤとかＣの場合ですと、調査の段階でそれは日本側の期待に応えなかったも

のだったのか、そもそも先ほどの冷蔵庫が使えなくなったとか、医者がいないところに物

を出したというのは、向こう側のある意味で不適切といいますか、使えないものを求めて

きて、それが見抜けなかったからそうなったのか、感覚的なことでいいのですけれども、

大体どちら側の割合が多いのかというのを教えていただきたいと思います。 

 

○外務省 ありがとうございます。 

 JICAが実施する案件の場合は、事前にJICAなりに一生懸命詳細な調査をやっておりまし

て、そのプロセスの中で、例えばこういう学校案件でありましたら、これを実施すること

によって、どれだけの裨益者が出てくるかということを先方の教育機関等と相談した上で

目標値というのを設定しております。 

 これは事務局のほうで作成していただいた資料にも書いてございますとおり、この案件

の一つの反省点というのは、成果指標が若干高過ぎたのではないのかということが挙げら

れております。 

 もう一つは、特に近年我々としても心がけるようにしておりますのは、ただ単に建物を
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建てて、あとは知りませんということでは、おっしゃるとおり、維持管理とかそういった

ところがなかなかうまくいかない可能性があるということで、ここ10年来、我々が心がけ

てきているのは、ただ単に建物を建ててあげるだけではなくて、同時にJICAの技術協力を

活用して、例えば教育の専門家を現場に張りつけたり、現場といいますのは教育省等に派

遣して、無償資金協力で実施した案件をちゃんとフォローするような体制をとったり、そ

ういったことを昨今では心がけるようにしております。 

 

○野本評価者 それでは、今の話の続きを聞かせていただきたいと思うのですけれども、

私は実務的な話に絞っていきたいと思っているのですが、今、御支援申し上げた内容につ

いて、第三者の評価も入れて、それぞれが評価をされているというのは御説明いただいた

のですけれども、問題は評価をすることが目的ではないと思っているのです。評価は手段

ではないだろうと。本当の目的は、それが次の計画へ、あるいはその計画が順調に進むよ

うにフォローアップをしていく。そういうところへつなげなければ、単なる自分たちが満

足するだけの事後評価に終わってしまう。また、特に外部に頼んでいるときは、多額の費

用を払って評価をしてもらっているのですが、それが次へつながるようなアクションに具

体的にどう考えておられるかということをお聞きしたいのです。 

 特に、国の職員の皆様方は、お立場上そうなるのですけれども、比較的短期間でお仕事

をかわられてしまう。そして、よくて次の方までは問題点がきちっと引き継げるのですけ

れども、その次ぐらいになってしまうと、また同じようなことを、実際は決められたとお

りやることになっているのだけれども、それが抜けてしまう。こういう感じが多々見られ

るのです。 

 したがって、評価をして、その後、箱物だけではなくて、中のソフトの問題を支援する

ようなことを続けるというお話があるわけですけれども、これはともかく、最初に案件を

決定するときにきちっとそこまで見通して仕事を進める必要があるのだろうと。 

 それから、実務的に言えば、後輩たちに、あるいは次の人に何を残すのか。現状、ホー

ムページに記載された事実だけが残っているわけでありまして、支援するときの勘どころ

とか、あるいはやってはいけない支援といった事例集とか、あるいは手引とか、あるいは

ケーススタディーをするとか、そういったことをしないと、結局皆さんの財産になってい

かないのではないかと思っているのです。その辺、今日の会議から少しレベルが低くなっ

てしまうかもしれませんが、そういう実務的なところを少し御努力いただかないと、評価

はやっていますと言っているのだけれども、手段のところだけ議論して、やっていますと

言っても、最終の目的が達成できないのではないかと、こういう意見を持っているのです。 

 

○外務省 ありがとうございます。まさに御指摘のとおりで、評価しただけではなくて、

その結果をどう反映させるか、PDCAのサイクルをどう回すかということだと私も思います。 

 実際、ではどのように我々は作業をしているかと言いますと、案件を実施する際に、先
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ほど申し上げましたように、JICA実施分については調査をかけるとき調書を作成いたしま

して、その中で過去の類似案件、これを今、必ずフォーマットの中に書き込むようにとい

う形でやっております。 

 なので、過去、当該国のどこか、Ａ国だったらＡ国の学校案件でこんな失敗がありまし

たということがあれば、それは必ず反映させるように、今はもう調書のフォーマット上、

そういうように書き込むようなところは用意しております。 

 あと、人的な面で言いますと、確かにおっしゃるとおり、外務省国際協力局は非常に人

の入れかわりが激しゅうございます。その点、JICAにつきましては、JICAはきっちりとず

っと開発援助をやっている人たちがいますので、ここのインスティテューショナル・メモ

リーというのにかなり頼っている部分があるのは現実でございます。 

 私ごとでございますが、実は私は国際協力局はこれで３回目で、６年おきに戻ってきて

いるのもございますので、先ほど申し上げましたように、６年前、十数年前のインスティ

テューショナル・メモリーは私個人としては持たせていただいているというのが現状でご

ざいます。 

 まさに、その過去十数年の中で、おっしゃられたような話とか、新たな問題、課題とい

うのは常に出てきていますので、そういったものをいかに後任に引継いでいくかというの

は、これは非常に重要な課題だと思っておりまして、おっしゃるとおり、私ども引き継ぐ

ときに引継ぎ書で、この問題はこういうのがありますというのは、そのときそのときのも

のは引継がれていくのですが、事例集という形で、グッドプラクティス集、バッドプラク

ティス集なるものは、それなりに用意は我々としても、先ほど申し上げたような案件選定

プロセスの中でフィードバックはしていってはいるのですが、もうちょっとシステマチッ

クに何かできることがあるかというのは考えてみたいと思います。 

 

○渡辺評価者 少し具体的といいますか、いただいた事業レビューシートでもって無償資

金協力をいろいろな分野に出されていて、教育、保健・医療等々ありますね。これを拝見

すると、成果目標及び成果実績、例えば13ページを見ていただくと、これは教育分野です

が、そこでの成果目標、実績いわゆるアウトカムを見ると、要するにどのぐらいの学校の

教室が整備されたのかという数になっていますよね。これは通常は、これだけの教室を造

ることができましたというアウトプットであって、これはアウトカムではないですよね。

本来であれば、これだけの教室を造りました、それによってどのくらい地域の子供の就学

率が上がったのかとか、さらにはそれを通して学力が向上したとか、そういうものが成果

指標でなければいけないのに、アウトプットで終わってしまっている。 

 同様に、15ページ、こちらは保健・医療分野ですけれども、こちらも成果指標は整備さ

れた保健・医療施設の数でしょう。これもアウトプットですよね、どれだけの数がつくら

れたのか。施設ができたことによって、どれだけその地域の健康が改善されたというのが

アウトカムであるべきというか、それの指標としてあるべきなのですけれども、あと、そ
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れ以外にもほかのところでかんがいとか別の分野、後のほうは長くなるのでやめますけれ

ども、本来のアウトカムではなくてアウトプットが成果指標になっている。 

 そういう意味で、JICAのこの事業に関しては、以前はアウトプット的なものが多かった

のが、今はきちんとアウトカムである指標が設定されているのですけれども、これだけ見

ると、無償に関しては全然遅れているといいますか、なぜこうなるかというのを考えたと

きに、やはり無償に関して、特に途上国政府に出資する、これに関しては、きちんと第三

者の目が入っていないのではないか。きちっとした、本当にそこでPDCAとか回っているの

か、非常に疑問を持つのですけれども、その点はいかがでしょうか。 

 

○外務省 ありがとうございます。実は、この分野別のシートというのは、今回この「秋

のレビュー」から我々の改善策として導入させていただいたものでございまして、それま

で無償資金協力本体のシートしかございませんでした。 

 他方で、この無償資金協力のシート一本で1,600億円の事業について、しかも中に様々な

ものがございます。それについて定量的な形でアウトプット、さらにアウトカムの評価を

するというのは、さすがに無理ではないかということで、今回我々なりに、御指摘のとお

り不十分であることは私自身も十分わかっておりますが、こういった形で分野別で少しで

も何らかのもうちょっと定量的な評価ができないかということでつくらせていただいたの

がこちらのシートです。 

 中身につきましては、これだとアウトカムではなくてアウトプットではないかという御

指摘のとおりだと実際私も思いますし、ここの部分をどのように改善していけるかという

のは今後の課題だと思っております。 

 １点申し上げますと、国内の施策と若干違うのは、例えば教育分野なら教育分野、しか

もこれは一つの国ではなくて、いろいろな国がまざっておりまして、合わさったものの総

体となっております。その国その国によって、大体教育分野についてどういう教育政策を

とっていくか、目標というのはあると思うのです。実際、就学児童をどれだけ増やすかと

いうのは国ごとにございます。そういったものをどのような形で、ある程度個別の国一つ

一つの全ての分野についてというと、ここは正直申し上げまして、作業量を考えましても、

全てを実施するのはなかなか困難であるところはございますので、それをいかに今おっし

ゃられたように、なるほどなと思っていただけるような形で評価をしていくのかというと

ころについては、今後検討させていただきたいと思っております。 

 

○大屋評価者 私、ちょっと一つだけ余計なことを言うと、私自身は無償資金協力は大変

重要な事業だと思っていますし、それを効率的に実施するためには予算とか待遇について、

削れ削れではいけない、払うべきものは払わなければいけないということについては、全

く岡本先生のコメントに同感なのですけれども、一方で私は名古屋大学というところに長

く勤めていたのですが、同僚の天野先生が海外出張中にノーベル賞受賞が決まったという
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ケースがあったのですけれども、あのとき、天野先生はエコノミーに乗って往復していら

っしゃったなという記憶は多少あるところでございます。 

 話を戻しますが、先ほど渡辺先生から御質問があって、外務省さんが直接実施されてお

られるものの中で、国際機関とか途上国政府等が実施されているものについても、きちん

と評価をやっておりますと。第三者評価ではないけれども、モニタリングと事後評価をや

っておりますということをお答えになったわけですね。 

 それの公表について、それは考えていかなければいけないところはある、考えられると

ころはあるという御返答だったと思うのですが、これをなぜシンプルに、例えば公開しま

すと言えないのかというところについてお答えをいただきたいと思います。 

 

○外務省 ありがとうございます。 

 外交的な観点につきましては、我が国の外交活動を円滑に進めるため、国際社会におけ

る議論を進めていく上で、日本にとって有利に案件を導いていくために、我々は外交活動

をさまざまなツールを使ってやってきております。それは例えば国際社会におけるいろい

ろな選挙であれば、ここの委員会ではあなたの国の候補を日本が支持するから、こっちで

あなたの国は日本を支持してくれというような取引をするプロセスの中で、場合によって

は日本のこの政策を支持するかわりに、あなたのところのこのODAの案件を実施するとい

うのも考えてもいいというような、そういったやりとりを外交の世界ではやってきており

ます。 

 案件自体、どの案件でどういった外交的効果があったのかというのは、残念ながら、今

申し上げたような、外交上のいろいろな駆け引きの世界がございますので、この案件につ

いて、こういう外交的効果があったというところは、なかなかすぱんと公表するというわ

けにはいかないのかなと。 

 他方で、先ほどいろいろ先生方から御指摘いただいているとおり、全く何も書けないの

かというと、そこは先ほど申し上げましたように、国別評価等では外交的視点からどうい

う効果があったかということは、実際これまでも第三者評価で書いていただいている次第

でございますので、そういった部分についてどのような書き方があるのか、公表の仕方が

あるのかということについては検討させていただきたいと思います。 

 

○大屋評価者 ありがとうございました。おっしゃることはそのとおりであって、これは

表で言えないと。表に書いたら、それは実は政策の実施効果がなくなるのであるというこ

とはあり得ると思います。 

 ただ、外務省さんが実施されているものの中で、そういう意味での戦略的な側面がある

ものと、なぜJICAさんに回らないかというと、規模が小さいからであると。設計図を引か

なくていいとか、そういう事情で迅速にできるからであるというものがまざっているので

はないか。 
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 前者のものについては、正直に書けないこともあるというのはよくわかりますし、なぜ

この案件を選定したのですかと言われても答えられませんということはあるわけですが、

後者についてはそうでもないのではないか。 

 そうすると、その二つのものを一つのカテゴリに入れて、公開制度なんかについて論じ

ていることが適切なのかどうか。これは評価の帰結がどう影響しているかという、PDCAサ

イクルのほうにも関わってくるわけでございますが、やっておりますと、あるいはインス

ティテューショナル・メモリーは残っておりますということを、関連する方々の記憶が残

っておりますということを外務省さんはおっしゃって、そうなのだと思います。それを私

は疑うつもりはないのですが、問題は一般の国民の観点から見たときに、間違いなくそれ

は動いていますねということが信頼できるかどうかという点にあるわけです。 

 案件選定のところでも、迅速性を考えると一々聞いていられないとか、あるいは公開の

タイミングを考えると伏せたいという事情があることはよくわかるわけですけれども、で

あるからこそ、事後的なところで、公開していくことによって、それは実は大丈夫だった

のですということを国民に納得していただくとか、あるいは公開ができないのであれば、

国民の方々から見たときに、この人たちは信頼できるという第三者にチェックしてもらっ

た結果、個々の案件はともかく、全体としてはOKですという評価が得られているであると

か、そういう形で代替的な担保の手段を導入しないと、やはり問題があるだろうと。透明

性で解決できないという事情はよくわかるわけですが、だからこそ透明性以外の担保手段

というのを真面目に組み込まないと、国民の方々から見た場合には、これはオープンにで

きませんよねというのを要は建前に使って、その陰でいろいろよろしくないことをやって

いるのではないかという疑いを持つ方が出てくるだろうと思うわけですね。 

 この点において、事後評価とか案件選定の適切性の担保手段としてどのようなものが考

えられるかという点について、お考えがあれば伺いたいと思います。 

 

○外務省 ありがとうございます。 

 今おっしゃられたとおり、外交的、機動的に実施していて、なぜこの案件を選んだのか

については公開になじまない案件というのもありますということについては、まさにおっ

しゃるとおりで、私どもそういう思いでおります。もう一つは、必ずしもそうではないも

のがあるのではないかという点につきましては、これはまさに御指摘のとおりだと私も思

います。 

 その観点から、先ほど最初に御紹介させていただきました、例えば外務省実施分でも草

の根無償資金協力の案件につきましては、相手国政府というよりも、これはむしろ人間の

安全保障の観点から、きめ細やかな支援を草の根レベルの人にまで行き渡らせるという政

策の実現で実施してきているものですので、先ほど申し上げましたような、外交上の若干

裏方世界的なところ、そういう話とは距離が若干ある部分かなと。そういうところにつき

ましては、何らかの問題が発生した案件、問題が発生したけれども、リカバリした案件、
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よかった案件といったものについて、これはリスト化して公表させていただいているとい

う努力はしております。そういった観点から、さらにどういったものができるのかという

のは、今後検討させていただくことは可能ではないかと考えております。 

 

○渡辺評価者 無償資金協力にもいろいろな形がありますけれども、無償資金協力の在り

方そのものを議論する場、しかもそれが外部有識者も含めて、第三者も含めて議論する場

というのは実際あるのでしょうか。 

 

○外務省 今、一つはODAの適正会議という場はありますが、それ以外にもODA連絡協議会

といったような場がございまして、そちらのほうには有識者の方に入っていただいたり、

NGOの方が入っていただいたりして、ODAについて、ある意味テーマはそのとき希望される

テーマがあれば、それについて議論するというような場は、頻度はそんなに回数はないの

ですが、年に１度か２度、私も昨年からで２度ほど出ておりますので、そういった場は提

供させていただいているところです。 

 ただ、そういう場に限らず、外務省といたしましては、さまざまな御意見をいただける

機会がありましたら、それはいつでもお受けするという姿勢でやっております。 

 

○外務省 １点追加させていただきます。ODAの第三者評価において、政策レベル評価、プ

ログラムレベル評価をしていると御説明させていただきましたが、その中で無償資金協力

の各スキームの評価というのを第三者評価で、ほぼ毎年やらせていただいております。 

 例えば、2014年度は相対的に所得水準の高い国に対する無償資金協力の評価というテー

マで第三者評価をやらせていただいております。その前の13年度は、水産無償資金協力に

対する評価、2010年度はNGO連携無償の評価といったもので、個別のスキームについて意図

した政策の成果があらわれているのか、プロセスが適切であったのかという観点から評価

は第三者評価で、年に１件ぐらいずつ、限られた予算で行わせていただいているところで

す。 

 

○渡辺評価者 個別のものはあるとは思うのですけれども、今日の論点の中にもあります

けれども、今日の論点ではこの無償資金協力がJICA、国際機関、NGOとの支出先ごとの配分、

役割分担は適切かという一つの論点がありますが、こういう視点もあるでしょうし、国別

とか分野別にどのように配分していくか、今の世界のニーズであるとか、そういうもう少

し個別ではなく、なおかつ援助全体の在り方ではなくて、マクロでもミクロでもない、メ

ゾレベルといいますか、そういうところでもって議論していく、定期的にチェックしてい

く、そういう仕組みが必要なように感じるのですけれども、それは現在ありますでしょう

か。 
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○外務省 ありがとうございます。 

 ODAの場合は、ODA単独で物事が動いているものではございません。先ほども申し上げま

したように、外交の実現するためのツールの一つとして使わせていただいておりますので、

ありとあらゆる外交政策とリンクして実施させていただいております。 

 具体的に申し上げますと、例えば今年の場合、配分をどうするかという問題につきまし

ては、もちろん年度当初は大体それまでの過去数年間のそれぞれの地域、国に対する供与

してきた実績、あと現場で以前から言われているようなニーズ、そういったものを踏まえ

て、大体どれぐらいの規模でやろうかなというのは我々目安としては一応考えます。ただ、

今年のように例えばG7があって、中東の難民支援、人道支援をやらないといけないという

ことがあれば、おのずと中東地域に厚目に支援を回す必要が出てまいりますし、また今年

の８月には安倍総理の主催のもとで開催していただいたTICAD（アフリカ開発会議）、そう

いったところでアフリカに対して資金を多目に配分する必要がある。そういったようなも

のを見ながら、我々外務省の中では関係省庁とも相談させていただいた上で、資金配分と

いうのをさせていただいております。 

 御質問いただきました全体的にそれについてさまざまな方々に入っていただいて議論す

る場があるかと申しますと、そのような場というのは、現在は全ての外交政策について取

り込んだ上で議論するという場はないかと思います。これまでのところで、民間の方々、

NGOの方々、例えば先ほど例に出させていただきましたアフリカ開発会議、TICADの場合は、

これはTICADの準備プロセスにおいて、関係省庁間で議論するのに加えて、例えば経済界の

方、これは経団連とか経済同友会、商工会議所の方にも入っていただいて、企業側のニー

ズというのを教えていただいたりという場を設けたのと、あとNGOとの連絡協議会といっ

たところでNGOの御意見をいただいたりといったことは、我々役所としても努力はしてき

ております。 

 

○アトキンソン評価者 目標と達成度にこだわっているようなことで申し訳ないのですが、

この資料に出している限りになりますが、この資料で見ると、達成度135％、それで200％、

230％、ほかのものを見ますと、ほとんど133％、126％、152％、193％と、こういうのがず

っと続いていますので、小さな企業の社長としてこんな達成度というのはあり得ない話で、

それがずっと連発しているということは、どう考えても目標の設定の仕方が甘過ぎるとい

うことになるかと思うのですけれども、悪いものであっても98％とか96％ということにな

りますので、これが評価の基準になっていないと思いますけれども、全体をもう少し見る

と、ほかは全体がどうなっているかわかりませんけれども、目標の設定の仕方に問題があ

るのではないかと私は思うのですけれども、いかがでしょうか。 

 

○外務省 ありがとうございます。おっしゃるとおり、実際に成果実績が目標値よりも高

くなってきているのだから改めるべきではないかという点につきましては、御指摘のとお
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りだと思います。 

 ちょうど今回のこのシートを御覧になっていただきますと、先ほど申し上げましたよう

に、５か年計画ということで最終目標年度というのが28年度ということで設定いただいて

おりまして、今年ちょうど28年度でございますので、来年度以降の数値につきましては、

より適切な目標値を設定できるようにしたいと思います。 

 

○田島次長 ここで、インターネット生中継を御覧の方からの質問等がありますので、２

件ほど御紹介したいと思います。 

 まず一つ目が、どこの国に資金援助するのか、意思決定プロセスが不透明ではないか。

外交的配慮が必要だと言うが、外務省の中で決めているのかという質問でございます。い

かがですか。 

 

○外務省 ありがとうございます。 

 意思決定プロセスが不透明ではないかという点につきましては、先ほどから御説明して

おりますとおり、案件によって幾つか段差があるかと思います。繰り返しになりますが、

JICA実施分につきましては、これは調査を開始する前の段階で、開発協力適正会議という

ものにかけさせていただいておりまして、これは会議が開催された後、すぐ結果として公

表されております。 

 外務省分につきましては、これは案件を実施して閣議決定をして、交換公文を締結する

という、外務省補足資料の３ページのフローチャートの真ん中ちょっと右寄りの部分、こ

こで交換公文を締結され次第、すぐに公表するということを行ってきております。 

 そういった点につきまして、事前にあらかじめなかなか外務省実施分として、今実施し

ているものについて公表することは、諸般の事情により難しい点はございますが、それ以

外の先ほどから御説明している中の草の根無償のような、公表しても相手国政府との関係

で特段問題が生じないような案件については極力公開させていただいて、何か問題があっ

た場合には問題点についてもつまびらかにさせていただいているというのが現状でござい

ます。 

 

○田島次長 もう一点でございます。 

 検査院の指摘が毎年ある。これは事務局の資料の７ページです。こういうことが続くの

であれば、無償援助を増やしても無駄ではないのか。外部評価をしていなかったのか。こ

ういうことをなくすために、評価と公表をすべきという御意見ですが、いかがでしょうか。 

 

○外務省 ありがとうございます。御指摘のとおり、こういうことのないようにしようと

いうことで、極力一生懸命評価と事後的にどういったことがあったかというのについては、

ホームページにアップするなどして、国民の皆様にもごらんになっていただけるように努
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めてきているところでございます。 

 そういう中でも、先ほど申し上げましたように、草の根無償を約890件、それ以外の国対

国、国際機関経由で実施しております400件、約1,300件年間実施している中で、何件かは

残念ながら会計検査院でも御指摘いただくような事案が生じてしまうというケースはござ

います。 

 それは検査院の御指摘いただいている案件が、供与したものが機能していないとか、そ

ういったものなので、日本のODA、特に今、「質の高いインフラ」と申しておりますので、

日本政府としてODAを実施するに当たって、そういった事態が生じないようにするという

のは、これは我々として必ずやっていかないといけないことだと思っておりますので、検

査院に指摘いただきましたことにつきましては、もちろん真摯に対応していく所存でござ

いますし、実際に対応するようにしております。 

 また、それに加えて、こういった御指摘をいただいた場合には、ほかにも同種の課題が

生じていないか、問題が生じていないか、そういったところはあわせてチェックするよう

にしておりますので、何とぞ御理解をいただければと思います。 

 

○田島次長 では、また議論に戻ります。どうぞ。 

 

○大屋評価者 アトキンソンさんから繰り返し指摘があったところですが、全体的に御努

力をされているのはよくわかるのですが、外務省さんとしてはきちんと改善を図っており

ますということもわかるのですけれども、表向きの評価の基準を低目に設定してあること

というのが、ある種実績稼ぎなのではないか。言い方は悪いですが、予算獲得の際に、百

何十％の超過達成をやっておりますと言い続けるためのマニューバーではないかという疑

いは出てくると思うのです。これについて、例えばそれはもう明確に、自分たちとして改

善する意思があるのだから、目標についてもきちんとスライドして上げていきますとか、

それがきちんと目に見える形で出るようなことをして、予算査定においてきちんとそこが

表向きの数字で出てくるようにしますというような話は、現時点ではお考えになっていな

いのか、ちょっとお聞かせいただければと思います。 

 

○外務省 ありがとうございます。 

 先ほど申し上げましたとおり、これは向こう何年間ということで、一度例えば60％なら

60％というふうに設定させていただいているものですが、先ほど委員の方々からも御指摘

がありましたように、実際に達成できているということは、もともとの目標値をもうちょ

っと上げてもいいのではないかというのは、それは至極ごもっともな御指摘だと思います

ので、それについては変えることも含めて考えたいと思います。 

 

○岡本参考人 私も議論に参加させていただいてよろしゅうございますか。 
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 評価者の先生方のおっしゃる諸点、私もほとんどというか、全部同感でございますが、

この際、別の角度からの質問を外務省にさせてください。 

 無償資金協力というのはもちろん大切な税金を使ってやるものですから、これが日本の

国益に最終的に転嫁しなければいけないと思うのですね。ただ、ベーシックヒューマンニ

ーズに適合して、よかったよかったという慈善事業だけではいけない。 

 そこへいきますと、例えば私なんかが思い出しますのは、2005年に日本が国連の安保理

常任理事国に立候補した。そのときに、憲章改正のための共同提案国をアジア地域で募り

ました。ドイツ、ブラジル、インドも同じように探しました。 

 ドイツは、欧州においてフランスほか11か国の共同提案国を獲得しました。日本はどう

だったか。僅かに２か国だけであります。アフガニスタンとブータン、それだけです。あ

とはインドを支援したモルディブがアジアと言えばアジアですけれども、つまり、結局何

のためにやってきたのか。 

 あるいは、中国で抗日記念館が次々に建てられたのは1990年代の話ですね。日本がまだ

無償協力を中国に対して盛んにやっていたころ。そして、それを日本がレバレッジとして、

抗日記念館の新しい建設をやめてくださいよということを言った形跡もない。ただ、これ

は別問題として中国のためにやってあげましょうと。こういうことがずっと基本的な方針

として続くのか。どこかで国益というものに転嫁する、そのことをどうお考えかというこ

とが一つです。 

 ２番目はテクニカルな話になりますけれども、無償案件が一つずつ、さっきも申し上げ

ましたように小さくなってきて、日本のタイドでありますけれども、日本のコントラクタ

ーやコンサルがもう出ていかなくなってきている。だんだん危険地域でのプロジェクト実

施も必要になってくる。そういうときに、全体をまとめるリードは日本企業、それから機

材は日本のものを使う。しかし、実際の施工はほかの国の業者にもというふうにして、入

札の不調がなくなるようなことを考えられないのかということが一つです。 

 三つ目は、これは無理を承知で言っておりますけれども、無償協力予算をふやすために

外務省は一体どのぐらいの必死の努力をしてきておられるのかということです。昔は、あ

りとあらゆる手を、国会議員の間にも経協グループのようなものをつくって、有力な政治

家が何人かいたこともありますけれども、必死で財政当局に働きかけてきました。 

 あのころは、有償の資金協力に真水で3,000億円ぐらいのお金が流れたと思うのです。そ

れは今は500億円ぐらいですから、国庫としてはもう少し有償と無償の間の融通性という

ことを考えれば、無償のほうにもう少しその分から流すだけの余裕はあるはずで、そうい

う新しいアプローチで外務省が財政当局なり、あるいは広く国民を啓蒙するために、どう

いう御努力をしておられるのか。そういうことを聞かせてください。 

 

○外務省 ありがとうございます。 

 まず１点目の国益をどう考えるかという点につきましては、先ほどの私どもの説明資料
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の中ではベーシックヒューマンニーズ、基礎インフラということを書いてございますが、

まさに岡本先生御指摘のとおり、先ほど私が申し上げましたとおり、ODA案件というのは単

なる経済社会開発案件としてだけ見るのでは、それは外務省が実施している意味が全くな

いものだと考えております。まさに、先ほどの外交交渉、国際会議の場で、日本の考え方

というのをどのように反映させるか、そういった交渉を有利に運ぶために、そのためのて

ことして使う、道具として使うものの一つだと。その上で、もちろん経済社会開発といっ

たものが効果があるがゆえに、だからこそODAなんだということを考えております。 

 では、具体的にどういう場でそういったものが使われるのかということにつきましては、

先ほど申し上げましたような国際会議等と若干ぼやかした形でしか申し上げられませんが、

その点については歯切れが悪くて申し訳ございませんが、私どもとしても考えているとこ

ろでございます。 

 ２点目につきましては、無償資金協力も御指摘のとおり、いろいろ時代の流れによりま

して、先ほど御紹介いただきましたように、１件当たりの規模が小さくなって、なかなか

海外の治安の状況も、先日のバングラデシュのような事件もあったりということで、海外

に進出される企業も若干尻込みされるところもあるかもしれません。そういった中で、日

本のコントラクターだけでなくて、ほかのコントラクターの可能性、ほかの国のコントラ

クターを使うということも、可能性としては今検討しております。 

 今まで若干前倒しで実施してきておりますのは、一時期、五、六年前にございました議

論として、例えば途上国で学校を建ててくれと言われたときに、日本みたいに３階建てと

か４階建てのすごく立派な校舎ではなくて、例えばアフリカの場合は平屋でせいぜい教室

が四つか五つあればそれでいいのですというような校舎を建てる場合、必ずしも日本の建

設業者の方に行っていただく必要はなくて、現地の施工業者でも十分建てられる。そうい

うものにつきましては、現地業者に施工してもらうというやり方でできないかということ

で、そういった試みも始めております。 

 ３点目の外務省が必死に予算どりのために努力をしているのかという点につきましては、

毎年私どもとしては財務省には一生懸命お願いに上がっているつもりではおりますが、こ

の点につきましては引き続き私どもとしても、今年度の予算についても、また財政当局に

お願いに上がりたいと考えております。 

 

○岡本参考人 有償資金協力との壁の問題はどうですか。 

 

○外務省 有償資金協力につきましては、御指摘がありましたように、この資料にも書い

てございましたが、JICAの出資金という形で入れていただく金額というのが、過去に比べ

ますと、今年の当初予算の場合は大体500億円弱という規模になってきております。確かに、

六、七年前、私が今の課の首席事務官をしておりましたときは、大体1,000億弱のオーダー

だったので、その当時から比べても減額になってきていることは事実そのとおりだと思い
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ます。 

 ただ、そこの借款と無償資金協力の使い方のバランスにつきましては、私どもといたし

ましては、今年の概算要求でも増額要求をお願いしてきているとおり、無償資金協力に、

特に今年の場合は来年度に向けてはテロ対策経費や、今の政権の施策として「質の高いイ

ンフラ」を推進していくための経費、こういったものが新たな資金需要として必要となっ

ているということもございまして、少しでも多く回していただけると非常にありがたいと

は考えておりますが、この点につきましては財務省とも今後御相談させていただければと

考えております。 

 

○田島次長 では、そろそろ時間でございますので、あとお二人で。 

 

○大屋評価者 もう御説明いただいたかもしれないのですが、確認で伺わせていただきた

いのですが、JICAさん自身のものも外務省さん自身のものもきちんと評価されておられる

わけですけれども、例えばJICAさんのもので、その評価がＣとかＤになったときに、翌年

以降の例えばその国に対する、あるいはその分野に対する案件評価の枠とか予算設定にそ

れが影響するようになっているのか、そのような仕組みがあるのか、あるいは外務省さん

が実施されたもので、やってみたけれども、事後の外務省さんの評価としてよくなかった

という場合に、その国に対する支援とか、予算額にそれが影響するような仕組みになって

いるのかという点について、ちょっと御説明いただければと思います。 

 

○外務省 ありがとうございます。 

 案件選定という観点から言いますと、もちろん今おっしゃられたとおり、影響しており

ます。というのは、ここで具体的な名前を挙げるのはよくないと思いますので、例として

申し上げさせていただきますと、あるところで医療案件をやりましたと。医療案件で問題

が生じたという場合、これは当然、新しい案件としてまた医療案件が出てきた場合、実際

どこに問題があったのかというのは、我々としてこういう評価をする以上精査もしており

ます。例えば保健省、役所が悪かったのか、病院自体が悪かったのか、そういったところ

を見た上で、基本的には一度病院案件で失敗があった場合には、若干慎重に見ざるを得な

いという側面は間違いなくございますので、それが先ほど申し上げましたような過去の類

似案件をフィードバックして、次の案件選定につなげる際、次の案件を検討する際に参考

として、そこは一応私どもとしても反映させているつもりでやってはおります。 

 

○アトキンソン評価者 最後のほうでこういう質問であれですけれども、よく海外のODA

で見てみますと、実行するには経費率が大体何％だったのかという数字が公表されている

かと思いますけれども、JICAを含めていろいろなコストがかかっているかと思うのですけ

れども、イメージでもいいですので、大体何％なのかということを教えていただきたいと
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思います。 

 もう一つ、今おっしゃられた中で、あと事前の勉強会等々で、例のリビングストンの道

路を10億整備して、地元の政府が15億を出して、えらい迷惑をかけたというような感じが

しないでもないのですけれども、どうしても全部日本から出していくと高くなっていって、

途上国が多いですから、先ほどの医療の関係にもありましたように、オーバースペックに

なりがちであるということは、世界のどこの先進国も言われている話だと思うのですけれ

ども、日本企業から全員がこっちから行って、技術の指導を別として、実際に作業すると

ころで費用対効果の分析は可能なものだと思うのですけれども、その考え方について教え

ていただきたいと思います。 

 

○外務省 ありがとうございます。 

 まさに今おっしゃられたオーバースペックというところは、これはどのように対処して

いくかというのは必要だと思います。 

 具体的に今どうしているかと言いますと、特に今、「質の高いインフラ」を進めていこ

うということで、今年のG7の伊勢志摩サミットのときにイニシアチブというのを発表させ

ていただいております。その中で言っている質の高いというのは、必ずしも道路のスペッ

クが極めて高いという話ではなくて、実際にライフサイクルコストとか、技術移転とか、

いろいろな要素を考えた上で、先方政府がどのようなものを望むのか、ここをきちんと先

方政府と話をして、両者が納得した上でどういうスペックのものにしていくのかというの

をきちんと相談していこうというのが今の流れでございます。 

 そういった観点からは、必ずしも先方政府がこれはうちには要らないスペックだったと

いうことにはならないように案件形成というのを今心がけているところでございます。 

 コストの話は、現地業者の活用につきましては、先ほど申し上げましたように、そもそ

も施工管理を現地の企業に任せるというようなことも六、七年前から始めておりますし、

あともう一つは、一般のJICAが調査をやって、日本企業に施工してもらうというので実施

しているものにつきましても、実際に全部が全部日本から日本の建設会社がやってきて、

日本人がやってきて工事をするかというと、そうはなっておりませんで、当然現地のサブ

コントラクター、現地の建設会社、そういったところとか、近隣国の建設会社、そういっ

たところを下請、サブコンで使って施工するということをやっております。 

 また、資材等につきましても、日本から全部、セメントから何から持っていくと非常に

コストがかかりますので、大体日本の建設会社の方が入る場合も、資材については現地調

達か、若しくはその国で買えないものについては近隣国から輸入してくるということでや

っておりますので、必ずしも全てが全て日本から来ているというわけではございません。 

 

○田島次長 それでは、時間となりましたので、ここで大屋先生に取りまとめをいただけ

ればと思います。よろしくお願いします。 
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○大屋評価者 評価者、参考人の先生方、ありがとうございました。また、説明者の皆様、

御説明ありがとうございました。 

 以上の御議論を踏まえまして、私のほうから以下のように取りまとめについて御提案さ

せていただきたいと思います。 

 第１点、効果的・効率的なODAを実施するために、援助の目的・性質に応じて有償資金協

力・無償資金協力・技術協力を適切に実施すべき。 

 無償資金協力については、真に必要な予算額に絞るとともに、JICAや国際機関、NGO等の

支出先ごとの配分額や役割分担を明確に整理することで、国民に対して判断材料をより積

極的により提供すべき。 

 第２点、無償資金協力における具体的なプロジェクトの発掘・決定・評価については、

ODAの目的を達成する観点及び納税者に対する説明責任を果たす観点から公表範囲、手法

の拡大を含めて改善すべき。 

 第３点、無償資金協力の成果については、定量的な評価を実施するなど、その後の援助

に生かすためのPDCAサイクルに関する整備を検討すべき。 

 私からの御提案は以上の３点でございます。 

 

○田島次長 よろしいですか。もし補足等があれば。 

 

○渡辺評価者 １点だけ、最後の「PDCAの整備を検討すべき」ですが、PDCAの仕組みを強

化すべきというふうに。 

 

○大屋評価者 強化すべきという趣旨でございます。PDCAサイクルを回すのだけれども、

回したと言い張るだけではだめで、それが制度として可視的に行われるようにすべきであ

るという趣旨で申し上げました。 

 

○渡辺評価者 それでしたら大丈夫です。 

 

○田島次長 ありがとうございました。 

 それでは、このセッションを終了いたします。 

 次は13時から、「成長戦略の推進」ということでIoT関連事業を取り上げたいと思います。

どうもありがとうございました。 


